
令和６年度 千曲市庁舎印刷室高速カラー印刷機リース事業（機器） 

仕様書 

 

１．リース機器 

  高速カラー印刷機（リース）１台 

  ORPHIS GL9730 理想科学工業(株) 

  【オプション】 

  OR スキャナーHS7000／スキャナースタンド HS7000／OR マルチフィニ

ッシャーM／マルチフィニッシャーパンチユニット 

 

２．基本仕様 

 ○インクジェット方式でカラー・モノクロ対応であること。 

○ランニングコストがフルカラーA4 印刷時、1.5 円／枚、モノクロ A4 印 

刷時、0.5 円／枚程度であること。 

 ※フルカラーランニングコストは、測定画像に ISO／IEC24712 に定めるパ

ターンを使用し、ISO／IEC24711 に基づく測定方法によるもの。モノク

ロランニングコストは、測定画像に ISO／IEC19752 に定めるパターンを

使用し、ISO／IEC24711 に基づく測定方法によるもの。 

○モノクロ時のプリント解像度が 600dpi×600dpi 以上であること。 

○A4／A3／B4 用紙での印刷、両面印刷が可能であること。 

○プリント領域は、314ｍｍ×548ｍｍであること。 

○ファーストプリントは、データ処理終了から排出完了までの時間が５秒 

以下であること。 

  ○連続プリント速度は、A4 横送りの片面印刷時に 160 枚／分の印刷が可能 

であること。 

○パソコンからのデータ送信による印刷が可能であること。 

○印刷機本体の排紙時に、紙揃えが良いこと。 

○オートドキュメントフィーダーで、両面同時自動読み取り機能を搭載し、 

片面両面 80 ページ／分以上の読み取りが可能であること。（300dpi） 

○フィニッシャーで、フロント側 1 か所／リア側 1 か所／中央 2 か所のス 

テープル、パンチ、二つ折り、ホチキスどめによる小冊子作成が可能で 

あること。 

○国際エナジースタープログラム適合、エコマーク認定、グリーン購入法 

適合機種であること。 

 

３．納入期限 

  令和６年８月３１日（土） 

 

４．納入場所 

  千曲市庁舎 ４階 印刷室 

 



 

５．機器の保守サービス 

  機器代金保守点検料（５年間）を含めること。 

  利用に必要なマニュアル、資料等を１部以上提供すること。 

  常時、良好な状態を保つため、精通した技術担当者による十分な保守が図

れること。 

  定期点検を２か月に１回以上実施するとともに、不良箇所が見つかったと

きはもちろん、それ以外でも良好な状態で稼動できるよう積極的に部品の交

換を行い、故障の防止に努めること。 

  保守受付時間は、平日（土・日曜日、祝日及び 12/29～1/3 を除く）午前 8

時 30 分から午後 5 時 15 分までとし、即時に連絡がとれ速やかに技術者が設

置場所へ到着して対応できる体制を整えること。。 

  定期点検又は修理したときは、本市総務課へ報告すること。また、点検、

修理等の履歴を常に把握し、本市総務課から指示があったときは、すべての

情報を速やかに報告すること。 

  インク等消耗品及び部品は、全て機器の設置者が供給・回収すること。ま

た、定期的に消耗品及び部品の在庫管理を行い、円滑に供給・回収すること。 

  なお、機器を良好な状態で稼働させるための部品の交換や修理に係る費用

は保守点検料に全て含めることとし、インク等消耗品に係る費用は、納品の

都度総務課へ請求すること。 

 

６．見積条件 

見積金額（機器代金）は、運搬料、設置、調整までに係る一切の諸経費及び

保守点検（５年間）を含む金額（税抜）を記載すること。機器の設置は、現行

複合機の賃貸人と協議のうえ、回収及び設置は同日に行うよう調整すること。

本契約の満了又は設置者の都合により本契約を解除し、機器を搬出する場合は、

設置者はこれに要する費用を負担し、設置前の現状に復旧すること。 

 

 

７．見積書の提出 

  千曲市ＨＰに掲載の見積書により令和６年５月１４日（火）正午までに下

記担当まで提出すること。期限までに提出がない場合は辞退したものとみな

す。 

 

８．契約期間 

複合機および付属機器については、本見積合せにより納入業者を決定し、後

日、別途入札により決定するリース業者を含めた３者の賃貸借契約により導入

する。賃貸借期間は納入日の翌月 1 日から 60 か月とするため、本見積合せに

より決定する納入業者はリース業者との取引において留意すること。 

保守点検等契約については、納入業者と 5年間の契約とする。ただし、翌年

度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、こ



の契約を解除することができるものとする。この場合の賠償額は、当市と受注

者とが協議の上定めるものとする。 

 

 

９．担当課 

〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目１番地 

千曲市総務部総務課行政管理係 担当 木田 

Tell：026-273-1111（内線 4153） 

Fax ：026-273-1004 

 

 


